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逗子市新型インフルエンザ等対策行動計画【概要】 

 

１ 逗子市新型インフルエンザ等対策行動計画の位置付け 

逗子市は、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号。以下「特措

法」という。）第8条の規定により新型インフルエンザ等対策政府行動計画（以下「政府

行動計画」という。）及び神奈川県新型インフルエンザ等対策行動計画（以下「県行動

計画」という。）に基づき「逗子市新型インフルエンザ等対策行動計画」（以下「行動

計画」という。）を策定した。 

２ 行動計画の概要 

(1) 行動計画の対象とする感染症(以下「新型インフルエンザ等」という。) 

・感染症法第６条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症 

・感染症法第６条第９項に規定する新感染症 

(2) 新型インフルエンザ等対策の目的 

 感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護する。 

 市民生活及び地域経済に及ぼす影響が最小となるようにする。 

(3) 行動計画の主要６項目 

  ア 実施体制 

市は、新型インフルエンザ等が発生する前においては、平時における会議体の枠

組み等を通じ、事前準備の進捗を確認し、全庁一体となった取組を推進する。緊急

事態宣言がなされた場合、特措法第３４条による市対策本部をただちに設置する。 

イ 情報提供・共有 

市は、新型インフルエンザ等の発生時には、住民に対する詳細かつ具体的な情報

提供及び住民からの相談受付などを実施する。 

ウ まん延防止に関する措置 

市は、個人対策や地域対策、職場対策・予防接種などの複数の対策を組み合わせ

て実施する。市民に対しては、マスク着用・咳エチケット・手洗い・うがい、人混

みを避ける等の基本的な感染対策の普及を図る。 

エ 予防接種 

ワクチンの接種により、個人の発症や重症化を防ぐことで、受診患者数を減少さ 

せ、入院患者数や重症者数を抑える。 

オ 医療 

新型インフルエンザ等が大規模にまん延した場合には、患者数の大幅な増大が予

測されるが、医療資源（医療従事者、病床数等）には制約があることから、効率的・

効果的に医療を提供できる体制を事前に計画する。 

カ 市民の生活及び地域経済の安定に関する措置 

新型インフルエンザ等発生時に、市民生活及び地域経済への影響を最小限とでき

るよう、特措法に基づき事前に十分準備を行う。 

３ 発生段階 

政府行動計画では、「未発生期」「海外発生期」「国内発生早期」「国内感染期」「小

康期」の５段階に分類しているが、医療提供や感染拡大防止策等について、柔軟に対応
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する必要から、県行動計画に倣い「未発生期」「海外発生期」「県内未発生期」「県内

発生早期」「県内感染期」「小康期」の６段階とし、新型インフルエンザ等の発生に際

しては、県と一体となった対策を講じる。 

 

〈発生段階〉 

行 動 計 画 の 

発 生 段 階 
県 内 の 状 態 国 の 状 態 

未 発 生 期 新型インフルエンザ等が発生していない状態 

海 外 発 生 期 海外で新型インフルエンザ等が発生した状態 

県内未発生期 

県内では、新型インフルエンザ等の患者

は発生していないが、神奈川県以外の都

道府県で新型インフルエンザ等の患者

が発生している状態 

【国内発生早期】 

国内のいずれかの都道府県で新

型インフルエンザ等の患者が発

生しているが、全ての患者の接

触歴を疫学調査で追える状態 

県内発生早期 

県で新型インフルエンザ等の患者が発

生しているが、全ての患者の接触歴を疫

学調査で追うことができる状態 

【国内感染期】 

国内のいずれかの都道府県で、

新型インフルエンザ等の患者の

接触歴が疫学調査で追えなくな

った状態 
県 内 感 染 期 

県内で新型インフルエンザ等の患者の

接触歴が疫学調査で追えなくなった状

態 

※ 感染拡大～ まん延～ 患者の減少 

小 康 期 
新型インフルエンザ等の患者の発生が減少し、低い水準でとどまっている

状態 
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発生段階ごとの主な対策 

 

 未発生期 海外発生期 県内未発生期 県内発生早期 県内感染期 小康期 

目 的 ・発生に備えての

体制を整備する 

・発生の早期確認

に努める 

・市内発生の遅延

及び早期発見に努

める 

・発生に備えての

体制を整備する 

・発生に備えての

体制整備 

・市内での感染拡

大をできる限り抑

える 

・患者への医療の

提供 

・感染拡大に備え

た体制整備 

・医療体制の維持 

・健康被害を最小

限に抑える 

・市民生活、地域

経済への影響を最

小限に抑える 

・市民生活、地域

経済の回復 

・流行の第二波に

備える 

①実施体制 ・行動計画策定 

・県や他市町等と

の連携 

・県や他市町等と

の連携 

・緊急事態宣言が

なされた場合、市

対策本部の設置 

・緊急事態宣言が

なされた場合、市

対策本部の設置 

・緊急事態宣言が

なされた場合、市

対策本部の設置 

・緊急事態宣言が

解除された場合、

市対策本部の廃止 

② 情 報 提

供・共有 

・情報収集・提供

体制の整備 

・相談窓口設置 

・国、県が発信す

る情報の入手及び

提供 

・相談窓口等の体

制充実強化 

・感染対策、感染

した場合の対応徹

底 

・相談窓口等の体

制充実強化 

・感染対策、感染

した場合の対応徹

底 

・相談窓口等の体

制充実強化 

 

・相談窓口等の体

制縮小 

③まん延防

止に関する

措置 

・基本的な感染予

防対策の普及 

 

・基本的な感染予

防対策の普及 

 

・基本的な感染予

防対策の普及 

 

・基本的な感染予

防対策の普及 

 

・基本的な感染予

防対策の普及 

 

・基本的な感染予

防対策の普及 

 

④予防接種 ・特定接種及び予

防接種の準備 

 

・特定接種の実施 

・接種に関する情

報提供 

・住民接種の実施 ・住民接種の実施 ・住民接種の実施 ・住民接種の継続 

⑤医 療 

 

 ・国から提供され

る新型インフルエ

ンザ等の診断・治

療に資する情報な

どを医療機関・医

療従事者と共有 

・国から提供され

る新型インフルエ

ンザ等の診断・治

療に資する情報な

どを医療機関・医

療従事者と共有 

・医療体制の確保 

・在宅療養患者へ

の支援 

・医療体制の確保 

・在宅療養患者へ

の支援 

通常の医療体制 

⑥市民の生

活及び地域

経済の安定

に関する措

置 

・要配慮者に対す

る支援体制の整備 

・火葬能力等の把

握 

・物資、資材の備

蓄 

・要配慮者に対す

る情報提供 

 

・消費者としての

適切な行動の呼び

かけ 

・買占め売り惜し

みが生じないよう

要請 

・要配慮者への対

応 

・遺体の火葬、安

置に関する措置 

・要配慮者への対

応 

・遺体の火葬、安

置に関する措置 

・緊急事態措置の

縮小・中止 

 


